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)

日
本
史
学
専
攻
近
世
近
現
代
史
ゼ
ミ

今
回
か
ら
は
、
天
保
十
二
年
(
一
八
四
一
)
の
御
用
状
留
を
史
料
紹
介
し
て
い
く
。
こ
の
天
保
十
二
年
に
は
「
御
元
締
衆
御
用
状
留
」

(
文
書
番
号
一
二
六
)
と
「
御
年
寄
衆
御
用
状
留
」
(
文
書
番
号
三
五
)
の
二
冊
の
御
用
状
留
が
あ
り
、
二
冊
と
も
掲
載
し
て
い
く
。
前
者
は

半
原
陣
屋
か
ら
一
苅
締
衆
へ
出
さ
れ
た
御
用
状
の
記
録
で
、
内
容
に
つ
い
て
は
前
固
ま
で
の
寛
政
三
年
「
御
郡
代
江
之
御
用
状
留
し
と
同
じ

も
の
で
、
「
郡
代
L

が
ゴ
克
締
衆
L

と
名
称
変
更
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
後
者
は
年
寄
衆
宛
の
も
の
で
、
今
回
か
ら
初
め
て
掲
載
す
る

も
の
で
あ
る
。
藩
主
は
十
代
安
部
信
古
(
の
ぷ
ひ
さ
)
で
あ
っ
た
。

「
御
一
元
締
衆
御
用
状
留
し
の
内
容
を
み
る
と
、
ま
ず
幕
府
と
の
関
係
で
は
、
①
岡
崎
六
所
神
社
の
勧
進
免
許
に
関
す
る
幕
府
触
が
藩
か

ら
陣
屋
へ
伝
え
ら
れ
て
い
る
【
丑
一
-
一
番
】

0

つ
ぎ
に
藩
江
戸
屋
敷
と
陣
屋
と
の
関
係
で
は
、
②
江
戸
へ
下
し
た
前
年
の
年
貢
金
の
確
認
【

丑
一
番
】
、
③
遠
州
織
畳
表
ほ
か
諸
品
の
半
原
現
地
で
の
購
入
と
そ
の
江
戸
送
付
【
丑
一
・
二
番
】
、
④
秋
葉
山
初
穂
金
な
ど
の
奉
納
と

御
礼
受
取
【
丑
二
番
】
な
ど
が
あ
る
。
最
後
に
藩
・
陣
屋
と
支
配
村
・
領
民
と
の
関
係
で
は
、
⑤
半
原
陣
屋
へ
の
領
民
等
の
年
頭
挨
拶
の
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芳
名
帳
の
送
付
【
丑
一
番
】
、
⑤
領
民
の
宗
門
帳
外
し
【
丑
一
・
二
番
】
、
⑦
村
役
人
の
交
代
【
丑
一
番
】
、
⑧
御
用
働
・
御
金
用
勤
・

他
領
金
主
・
陣
屋
出
入
り
の
者
へ
の
下
さ
れ
物
【
丑
一
・

二
・
三
番
】
、
⑨
陣
屋
奉
公
人
へ
の
御
褒
美
【
丑
一
・

二
・
三
番
】
、
⑩
藩
か

ら
村
々
が
拝
借
す
る
金
と
そ
の
返
納
【
丑
二
番
】
、
⑪
陣
屋
奉
公
人
(
作
事
方
見
習
)

の
雇
入
【
丑
二
番
】
、
⑫
村
の
火
事
報
告
【
丑
二

番
】
、
⑬
村
内
の
定
式
普
請
【
丑
三
番
】
、
⑭
領
内
に
い
る
医
師
の
江
戸
屋
敷
へ
の
召
し
抱
え
【
丑
三
番
】
、
⑮
商
人
か
ら
の
陣
屋
借
用

金
【
丑
三
番
】
な
ど
の
記
事
が
あ
る
。
寛
政
三
年
と
閉
じ
種
類
の
記
事
が
多
い
が
、
寛
政
三
年
に
比
べ
全
体
と
し
て
淡
々
と
書
か
れ
て
い

る
印
象
が
強
く
、
陣
屋
の
仕
事
が
い
わ
ゆ
る
「
御
役
所
仕
事
」
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
ま
だ
翻
刻
途
中
で
も
あ
り
、

そ
の

評
価
は
現
段
階
で
は
保
留
し
て
お
き
た
い
。

「
御
元
締
衆
御
用
状
留
」
と
「
御
年
寄
衆
御
用
状
留
」
を
比
較
す
る
と
、
両
方
に
記
載
さ
れ
て
い
る
記
事
は
、
①
i
⑤
⑩
⑪
⑫
⑭
で
あ

る
。
そ
の
ほ
か
⑧
⑨
も
書
か
れ
て
い
る
が
、

そ
の
途
中
経
過
の
種
々
の
受
け
答
え
に
つ
い
て
は
「
御
年
寄
衆
御
用
状
留
」
に
は
記
載
さ
れ

ず
、
最
終
結
果
だ
け
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
①
1
④
の
よ
う
に
幕
府
や
藩
江
戸
屋
敷
に
関
わ
る
案
件
は
、
必
ず
年
寄
に
も
報
告
さ
れ
て
い

る
。
記
載
の
差
異
が
あ
る
の
は
領
民
と
の
関
係
で
、
⑥
⑫
は
事
件
性
の
高
い
も
の
で
、
⑩
⑪
⑭
も
財
政
や
人
事
関
係
の
も
の
で
あ
り
、

当

然
年
寄
に
報
告
さ
れ
判
断
を
仰
ぐ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
⑤
⑧
⑨
は
儀
礼
的
な
も
の
で
年
寄
へ
は
簡
潔
に
報
告
さ
れ
る
だ
け
の
よ
う
で
あ

る
。
問
題
は
⑦
⑬
⑮
が
「
御
年
寄
衆
御
用
状
留
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
に
つ
い
て
一
元
締
か
ら
年
寄

へ
報
告
は
行
わ
れ
て
お
り
年
寄
の
許
可
・
証
印
も
さ
れ
て
い
る
が
、
半
原
陣
屋
か
ら
年
寄
へ
の
直
接
の
報
告
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
通

常
は
元
締
あ
る
い
は
勘
定
方
で
判
断
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
年
寄
は
あ
ま
り
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
た

と
え
ば
、
「
御
元
締
衆
御
用
状
留
」
の
二
月
十
日
付
【
番
外
】
の
去
年
の
米
金
元
払
御
勘
定
帳
を
送
付
し
た
旨
を
伝
え
る
御
用
状
に
は

「
但
今
便
者
御
一
苅
〆
衆
へ
計
出
ス
し
と
も
書
か
れ
て
お
り
、
藩
江
戸
屋
敷
と
陣
屋
と
の
関
係
で
も
年
寄
に
は
伝
え
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
、



こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
ま
だ
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
、
今
後
も
課
題
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。
今
号
以
降
も
両
者
を
比
較
し
、
ど
の

よ
う
な
案
件
が
半
原
陣
屋
役
人
か
ら
両
者
と
も
に
伝
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
ほ
か
の
案
件
の
う
ち
、
ど
の
案
件
が
ど
ち
ら
だ
け
に
伝
わ
る
の

か
を
み
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
御
年
寄
と
御
元
締
の
役
割
担
当
の
相
違
が
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
思
う
。

な
お
本
史
料
は
、
遠
藤
友
貴
乃
・
大
背
戸
沙
季
・
加
古
源
・
加
藤
愛
・
神
谷
悠
里
子
・
永
井
智
也
・
野
々
村
瞳
・
長
谷
川
万
純
・
堀
井

貴
志

・
三
輪
純
子
・
森
俊
哉
・
山
寄
大
也
・
和
久
田
帆
南
・
渡
遺
佑
葵
が
史
料
翻
刻
と
説
明
文
執
筆
の
た
め
の
資
料
調
査
・
草
稿
作
成
を

行
い
、
史
料
翻
刻
の
点
検
お
よ
び
説
明
文
草
稿
の
と
り
ま
と
め
と
最
終
執
筆
を
神
谷
智
が
お
こ
な
っ
た
。

(
横
帳
表
紙
)

「

天
保
十
二
年

御
:n:; 
締
衆
御
用
状

ま留
橋官

本
又
兵
衛

辛
丑
正
月

し一一

丑
壱
番

改
年
之
御
慶
不
可
有
蓋
期
御
座
候
。
殿
様
益
御
機
嫌
能
被
成
御
超
歳
、
年
始
恒
例
之
御
規
式
無
御
滞
相
済
可
申
、
恐
悦
至
極
奉
存
候
。

首
御
領
中
御
陣
屋
向
都
而
相
替
儀
無
御
座
候
。

一
、
年
頭
為
御
祝
儀
、
如
例
年
御
領
内
村
役
人
井
御
用
働

・
御
金
用
動
其
外
寺
社
之
面
々
、

一
昨
五
日
迄
ニ
追
々
御
役
所
江
罷
出
、
無
滞
御
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櫨
相
済
申
候
。
則
名
前
帳
壱
冊
差
出
・
甲
候
。
御
落
手
宜
敷
御
取
計
可
被
下
候
。

一
、
葺
蝋
御
地
撫
々
御
用
多
可
被
成
御
入
之
慮
、
万
端
無
御
滞
相
済
可
申
、
目
出
度
奉
存
候
。
営
表
-
こ
間
茂
押
迫
迄
無
滞
相
仕
舞
申
候
。

一
、
苔
蝋
廿
六
日
附
御
地
弐
拾
弐
番
御
用
状
、
去
ル
二
日
到
来
致
拝
見
候
。
先
以
殿
様
益
御
機
嫌
能
被
成
御
座
、
恐
悦
御
同
意
奉
存
候
。

一
、
従
是
著
蝋
差
立
候
弐
拾
三
番
・
弐
拾
四
番
御
用
状
、
追
々
相
達
被
成
御
披
見
、
貴
報
被
仰
聞
候
趣
致
承
知
候
、
事
済
候
儀
者
再
貴
報

致
文
略
候
。

一
、
右
便
御
年
寄
衆
江
可
被
仰
伸
儀
費
夫
々
被
仰
伸
被
下
候
由
。

一
、
右
便
下
シ
金
、
左
之
通

一
、
去
子
御
物
成
金
之
内
弁
御
積
金
御
借
入
之
内
共
、
都
合
金
三
百
両

一
、
同
断
御
物
成
金
之
内
、
金
三
百
両

右
之
通
追
々
差
下
候
儀
ニ
付
、
右
差
出
誼
文
相
添
、
委
細
得
貴
意
候
趣
御
承
知
被
下
、
右
者
無
滞
着
御
納
被
下
候
ニ
付
、
御
年
寄
衆
御
受

取
之
御
謹
印
御
申
受
、
御
返
却
被
下
致
落
手
候
。

一
、
右
便
窺
書
類
、
左
之
通

一
、
大
黒
講
三
舎
興
行
御
入
用
御
勘
定
組
伺
書
壱
冊

一
、
遠
州
織
り
畳
表
御
買
上
代
御
勘
定
組
伺
書
壱
冊

一
、
山
石
御
買
上
ヶ
江
戸
廻
シ
一
式
御
入
用
御
勘
定
組
伺
書
壱
冊

一
、
下
宇
利
村
百
姓
新
蔵
宗
門
帳
外
伺
書
壱
冊

右
之
通
追
々
致
進
達
候
儀
ニ
付
、
得
貴
意
候
趣
御
承
知
御
落
手
被
下
、
御
年
寄
衆
御
聞
済
之
御
謹
印
御
申
受
、
御
返
却
被
下
致
落
手
候
。



一
、
賀
茂
村
百
姓
源
右
衛
門
庄
屋
帰
役
被

仰
付
之
義
ニ
付
、
得
貴
意
候
趣
御
承
知
被
下
、
御
年
寄
衆
江
御
申
述
被
成
候
処
、
御
聞
済
-
一
相
成
候
由
被
仰
聞
致
承
知
候
。

右
者
蕎
蝋
御
地
弐
拾
弐
番
御
用
状
貴
報
ニ
御
座
候
。
御
入
記
之
通
落
手
致
し
候
。

一
、
前
条
賀
茂
村
源
右
衛
門
呼
出
し
、
庄
屋
帰
役
被
仰
付
候
処
、
難
有
仕
合
-
一
奉
存
候
旨
申
之
御
受
御
裡
申
之
、
別
段
為
御
礼
御
役
所
へ

罷
出
候
義
-
一
御
座
候
。
此
段
得
貴
意
候
。

一
、
例
年
之
通
、
宮
御
領
分
御
用
働
・
御
金
用
勤
其
外
他
御
金
主
向
井
御
出
入
之
も
の
江
被
下
物
窺
書
取
調
、
本
紙
写
共
今
便
致
進
達
候
。

御
落
手
委
細
者
室
日
面
ニ
ア
間
御
承
知
被
下
、
宜
敷
御
取
計
、
御
誼
印
済
被
遣
可
被
下
候
。

一
、
例
年
春
首
御
陣
屋
御
奉
公
人
江
御
褒
美
被
下
窺
書
取
調
、
今
使
本
紙
写
共
致
進
達
候
。
御
落
手
是
文
宜
鋪
御
取
計
、
御
謹
印
済
被
遣

可
被
下
候
。

。
右
之
段
為
可
得
貴
意
、
如
斯
御
座
候
。
以
上
。

丑
正
月
七
日

山
本
冨
蔵

橋
本
又
兵
衛

山
本
茂
左
衛
門

石
川
清
兵
衛
殿

入
記

一
、
年
始
御
裡
名
前
帳

壱
冊

一
、
御
用
働
・
御
金
用
勤
其
外
共
被
下
物
御
勘
定
組
窺
書
本
紙
写
共

一
、
首
御
陣
屋
御
奉
公
人
江
御
褒
美
被
下
一
窺
書
一御
勘
定
組
一本
紙
写
共

弐
冊

寸
壱
通

「
壱
冊
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(自
)

共

一
、
御
身
分
様
へ
拙
者
ぷ
内
状

壱
封

〆

O
印
へ
入

右
之
通
相
認
候
処
へ
、
御
地
旧
蝋
廿
七
日
附
弐
拾
三
番
御
用
状
、
去
ル
五
日
御
薗
村
庄
屋
見
習
文
右
衛
門
外
壱
人
帰
着
差
出
拝
見
い
た

し
候
。
然
れ
ハ
蒼
蝋
従
是
差
立
候
弐
拾
六
番
御
用
状
相
達
被
成
御
披
見
候
由
、
貴
報
被
仰
聞
候
趣
承
知
い
た
し
候
。
事
済
候
儀
者
再
貴

報
文
暑
い
た
し
候
。

一
、
御
薗
村
出
長
蔵
為
迎
、
同
村
見
習
庄
屋
文
右
衛
門
・
親
類
勘
右
衛
門
両
人
共
御
地
へ
差
出
し
候
儀
ニ
付
、
得
貴
意
候
趣
被
成
御
承
知

候
由
。
右
者
旧
蝋
廿
六
日
御
地
へ
着
い
た
し
候
段
、
御
賄
衆
ぷ
被
成
御
承
知
候
。
然
慮
長
蔵
儀
者
其
瑚
ぷ
病
気
ニ
罷
在
候
処
、
旧
蝋
廿
六

日
病
死
い
た
し
候
ニ
付
、
都
而
御
取
調
方
茂
一
無
御
座
、
依
而
御
処
口
附
御
問
ム
口
之
御
答
ニ
不
被
為
及
候
旨
承
知
い
た
し
候
。

E
右
両
人
願
ニ
付
、

御
地
旧
酬
廿
八
日
出
立
被
仰
付
候
問
、
委
細
者
御
賄
衆
ぷ
承
知
可
致
旨
被
仰
聞
承
知
い
た
し
候
。

右
者
旧
腕
廿
七
日
附
弐
拾
三
番
御
用
状
貴
報
一
一
御
座
候
。

一
、
前
条
被
仰
聞
候
趣
致
承
知
、
右

一
条
ニ
付
而
者
彼
是
御
手
懸
り
之
儀
与
奉
遠
察
候
。
右
両
人
共
前
条
之
通
り
、

一
昨
五
日
無
惹
帰
村
致

し
候
儀
ニ
御
座
候
。
左
様
御
承
知
可
被
下
候
。

番
外

以
飛
札
啓
上
い
た
し
候
。
春
実
、
之
間
一
一
御
座
候
処
、
御
自
分
様
愈
御
堅
固
被
成
御
勤
仕
祢
・
重
奉
存
候
。
然
者
山
本
冨
蔵
儀
、
去
年
来

よ
り
腫
物
ニ
而
不
相
勝
候
処
、
初
春
よ
り
俄
ニ
病
気
差
重
ク
、
種
々
療
治
い
た
し
候
得
共
、
養
生
不
相
叶
、
今
十
七
日
夜
四
つ
時
病
死
い



た
し
候
ニ
付
、
茂
左
衛
門
忌
服
御
届
ヶ
書
壱
通
、
御
賄
衆
迄
差
出
申
候
問
、
同
人
ぷ
御
承
知
宜
敷
御
取
計
可
被
下
候
。

一
、
茂
左
衛
門
忌
服
引
龍
ニ
付
、
御
用
状
除
名
い
た
し
候
問
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
。

右

一
一
候
為
可
得
貴
意
、
如
斯
ニ
御
座
候
。
以
上
。

丑
正
月
十
七
日

橋
本
又
兵
衛

石
川
清
兵
衛
殿

入
記

一
、
御
自
分
様
へ
拙
者
ぷ
内
状

壱
封

〆

丑
弐
番

去
ル
八
日
付
壱
番
御
用
状
、
同
十
五
日
到
来
致
拝
見
候
。
如
仰
改
年
之
御
慶
不
可
有
量
期
御
座
候
。
先
以

殿
様
益
御
機
嫌
能
被
成
御
超
歳
、
恐
悦
御
同
意
奉
存
候
。
嘗
御
領
中
御
陣
屋
向
都
而
相
替
儀
無
御
座
候
。

一
、
旧
脱
者
御
用
多
之
所
、
無
滞
仕
舞
候
義
与
思
召
候
旨
被
仰
聞
恭
致
承
知
、
如
仰
押
詰
迄
ニ
無
滞
相
仕
舞
申
候
。
御
表
之
儀
別
而
御
用
多

段

之
所
、
無
御
滞
被
成
御
仕
舞
候
義
致
承
知
、
目
出
度
奉
存
候
o

h

ア
イ
タ
ツ

一
、
旧
脈
従
是
差
立
候
両
度
之
御
用
状
、
追
々
相
達
し
被
成
御
披
見
候
由
。
貴
報
被
仰
聞
候
趣
致
承
知
、

事
済
候
義
者
再
貴
報
文
略
致
し

イ庚
一
、
右
便
得
貴
意
候
趣
、
御
年
寄
衆
へ
可
被
仰
仲
義
者
、
夫
々
被
仰
伸
被
下
候
由
。

ニ
河
国
八
名
郡
岡
部
藩
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

七
七
[
7
]



一
河
国
八
名
郡
阿
部
落
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

七
八
[
B
]

(
証
)

一
、
右
便
拾
壱
ヶ
村
御
救
拝
借
金
返
納
年
延
之
儀
申
渡
受
設
文
壱
通
、
半
原
村
与
左
衛
門
娘
た
き
帳
外
申
渡
受
正
文
壱
通
、
賀
茂
村
侍
馬

料
拝
借
申
渡
受
謹
文
壱
通
共
差
立
候
義
ニ
付
、
得
貴
意
候
趣
御
承
知
御
落
手
被
下
、
御
披
見
之
上
、
御
年
寄
御

一
覧
相
済
候
ニ
付
、
御

返
却
被
下
御
落
手
致
し
候
。

一
、
賀
茂
村
去
ル
巳
年
類
焼
人
御
救
拝
借
金
返
納
方
元
金
年
延
願
之
儀
一
一
付
、
得
貴
意
候
趣
御
承
知
被
下
候
由
。
右
者
御
年
寄
衆
へ
被
仰

伸
被
下
候
処
、
是
迄
追
々
延
納
ニ
も
相
成
候
芳
如
何
ニ
候
得
共
、
併
願
之
筋
も
無
余
儀
ニ
付
、
元
金
年
延
御
聞
済
-
一
付
、
左
様
承
知
可
然

渡

取
計
可
申
旨
被
仰
聞
致
承
知
候
。

(
値
)

一
、
去
子
皆
済
目
録
寄
書
抜
壱
冊
井
御
梯
米
買
受
人
名
前
書
付
壱
冊
、
平
均
直
段
書
付
壱
冊
、
〆
三
冊
共
致
進
達
候
義
ニ
付
、
得
貴
意
候

趣
御
承
知
御
落
手
被
下
候
由
。
右
者
御
被
見
之
上
、
御
年
寄
衆
御

一
覧
相
済
候
旨
被
仰
聞
致
承
知
候
。

一
、
去
子
御
梯
米
残
切
手
拾
三
枚
、
御
元
〆
方
押
切
御
消
印
ニ
差
立
候
所
、
御
落
手
御
消
印
済
被
遣
之
、
落
手
致
し
候
。

一
、
去
子
夏
以
来
追
々
下
シ
金
仕
訳
書
壱
冊
持
品
富
御
役
所
御
積
金
仕
訳
書
壱
冊
共
致
進
達
候
義
ニ
付
、
得
貴
意
候
趣
御
承
知
御
落
手
被
下

候
由
。
是
又
御
年
寄
衆
へ
御
差
出
御

一
覧
相
済
候
由
被
仰
聞
致
承
知
候
。

て
前
条
御
積
金
之
内
御
借
入
謹
文
三
百
両
一
口
、
百
八
拾
両

一
口
、
弐
百
五
拾
・
両
一
口
、
六
両
壱
分
余

一
口
、
〆
四
日
謹
文
四
通
、

御
年
寄
衆
御
謹
印
と
し
て
致
進
達
候
義
一
一
付
、
得
貴
意
候
趣
御
承
知
御
落
手
被
下
、
則
御
誼
印
済
一
一
付
被
遣
之
致
落
手
候
。

古

一
、
去
子
夏
御
借
戻
金
書
替
謹
文
井
御
返
済
切
謹
文
共
都
合
六
通
、
為
御
消
印
致
進
達
候
義
一
一
付
、
得
貴
意
候
趣
御
承
知
御
落
手
被
下
、

御
消
印
済
被
遺
之
落
手
致
し
候
。

一
、
近
藤
才
治
御
抱
入
伺
書
壱
通
致
進
達
候
義
ニ
付
、
得
貴
意
候
趣
御
承
知
被
下
、
御
年
寄
衆
御
聞
済
之
御
附
札
被
成
下
被
下
致
落
手
候
。

尤
一
一
付
委
細
以
御
内
状
被
仰
聞
候
問
、
承
知
可
致
旨
被
仰
聞
致
承
知
候
。



一
、
去
子
夏
以
来
江
戸
廻
し
ニ
取
計
候
木
品
其
外
運
ち
ん
諸
懸
り
御
入
用
御
勘
定
組
伺
書
壱
冊
致
進
達
候
義
ニ
付
、
得
貴
意
候
趣
御
承
知

御
落
手
被
下
候
由
。
右
者
御
年
寄
衆
御
聞
済
之
御
謹
印
御
取
被
遣
之
致
落
手
候
。

一
、
御
役
料
被
下
方
之
儀
一
一
付
、
御
間
合
得
貴
意
候
趣
御
承
知
被
下
候
由
。
右
者
左
之
通
。

一
、
銀
弐
枚

山
本
冨
蔵

是
者
去
八
月
朔
日
以
後
之
儀
ニ
付
、
半
方
頂
戴
之
儀
ニ
候
由
。

一
、
金
弐
百
疋

長
谷
川
時
之
助

日
疋
者
去
年
八
月
以
後
之
儀
一
一
候
共
、
丸
一
一
相
渡
し
可
申
。
以
来
者
十
二
月
計
ニ
相
渡
し
可
申
旨
。

一
、
又
兵
衛

御
上
下
頂
戴
ニ
付
、
御
間
合
之
得
貴
意
候
趣
御
承
知
被
下
、
御
品
二
十
陶
頂
戴
之
合
一
一
候
ハ
¥
御
表
ぷ
御
廻
し
可
被
下
、
代

料
ニ

-m受
取

候

ハ

¥

銀
三
拾
目
頂
戴
可
致
旨
被
仰
聞
委
細
致
承
知
候
。

右
者
去
ル
八
日
付
壱
番
御
用
状
貴
報
ニ
御
座
候
。
御
入
記
之
通
り
受
取
申
候
。

一
、
前
条
賀
茂
村
類
焼
人
拝
借
金
返
納
一
元
金
年
延
願
御
聞
済
之
趣
被
仰
聞
候
ニ
付
、
則
村
役
人
呼
出
し
申
渡
し
候
慮
、
難
有
仕
合
奉
存
候

返

納

残

金

廿

七

両

之

五

分

旨
御
礼
申
之
、
則
利
足
金
弐
両
弐
分
三
朱
永
拾
弐
文
相
納
候
一
一
付
、
今
便
差
立
候
問
、
御
落
手
宜
敷
御
取
計
御
納
可
被
下
候
。
尤
右
之

内
金
弐
両
弐
分
三
朱
壱
包
・
端
永
銭
川
…
拾
弐
文
者
御
賄
中
ぷ
上
納
之
積
及
懸
合
申
候
問
、
同
人
ぷ
御
落
手
宜
し
く
御
取
計
可
被
下
候
。

一
、
前
条
中
宇
利
村
近
藤
才
治
御
作
事
方
見
習
御
抱
入
伺
御
聞
済
之
御
附
札
済
被
遣
之
致
落
手
、
則
同
人
呼
出
し
御
下
知
之
趣
を
以
、
定

詰
御
足
軽
被

召
抱
、
御
作
事
方
見
習
被

仰
付
、
御
給
金
弐
両
弐
分
壱
人
口
被
成
下
候
段
申
渡
候
処
、

冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
旨
、
御
請
御
礼

市
上
候
義
-
一御
座
候
。
此
段
得
貴
意
候
。

河
国
八
名
郡
岡
部
落
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

七
九
[
9
]



河
国
八
名
郡
岡
部
藩
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

八
O
[叩
]

0
0跡
ぷ

一
、
下
字
利
村
百
姓
新
蔵
宗
門
帳
外
伺
御
聞
済
ニ付、

則
親
類
・
組
合
・
隣
家
・
村
役
人
呼
出
し
、
御
下
知
之
趣
申
渡
、
受
謹
文
申
付
、

今
便
致
進
達
候
。
御
落
手
宜
敷
御
取
計
可
被
下
候
。

(
頃
)

一
、
去
ル
十
日
昼
八
つ
時
比
、
中
宇
利
村
百
姓
惣
七
居
宅
ぷ
出
火
仕
、
本
家
・
釜
家
・
灰
部
屋
共
焼
失
致
し
候
段
、
村
役
人
注
進
申
出
候

-
一
付
、
早
速
見
分
之
上
、
首
人
井
親
・
組
合
・
隣
家
・
村
役
人
呼
出
し
、
出
火
之
始
末
吟
味
致
し
候
所
、
全
手
過
-
面
白
火
-
一
相
違
無
御
座

趣
ニ
相
聞
、
弁
人
馬
怪
我
類
焼
等
も
無
御
座
旨
申
立
候
一
一
付
、
先
例
之
通
取
計
、
御
届
書
取
調
壱
冊
井
一
件
書
物
相
添
、
今
便
致
進
達
候
。

御
落
手
宜
御
取
計
可
被
下
候
。

一
、
如
例
年
遠
見
秋

葉
山
へ
御
足
軽
使
を
以
、
御
初
穂
金
百
疋
井
小
札
料
鳥
目
百
五
拾
四
銅
奉
納
仕
候
処
、
大
小
御
札
到
来
ニ
付
、
例

之
通
取
計
、
小
札
百
五
拾
枚
井
洞
雲
寺
ぷ
献
上
大
般
若
之
御
札
と
も
、
今
使
別
段
並
使
を
以
、
御
賄
中
江
向
差
立
申
候
。
左
様
御
承
知

可
被
下
候
。

前
へ

O
I
O

一
、
前
条
山
本
冨
蔵
・
長
谷
川
時
之
助
御
役
料
頂
戴
方
之
儀
、
被
仰
聞
候
通
、

冨
蔵
分
去
子
年
分
銀
壱
枚
、
時
之
助
去
年
分
金
弐
百
疋
頂

戴
致
し
候
。
左
様
御
承
知
可
被
下
候
。

一
、
又
兵
衛
頂
戴
之

御
上
下
者
、
代
料
ニ
而
銀
三
百
目
頂
戴
致
し
候
。
此
段
御
承
知
可
被
下
候
。

一
、
旧
蹴
廿
八
日
之
御
奉
書
を
以
、
拙
者
共
不
存
寄
御
褒
美
御
目
録
金
三
百
疋
つ
h

拝
領
仕
、
山
本
冨
蔵
弐
百
疋
拝
領
仕
、
冥
加
至
極
難

有
仕
合
奉
存
候
。
此
段
御
吹
聴
得
貴
意
候
。
右
者
御
雑
用
金
之
内
を
以
頂
戴
仕
候
。
此
段
御
承
知
可
被
下
候
。

一
、
山
本
茂
左
衛
門
忌
明
ニ
付
、

一
昨
廿
七
日
出
勤
致
し
候
。
此
段
得
貴
意
候
。
右
御
届
書
者
御
賄
中
迄
差
出
し
申
候
。
左
様
御
承
知
可

被
下
候
。

一
、
嘗
丑
年
番
山
本
冨
蔵
相
勤
候
段
、
旧
脳
御
届
書
差
出
し
候
処
、
此
度
致
死
去
候
ニ
付
、
首
年
番
橋
本
文
兵
衛
相
心
得
可
申
、
此
段
御



右
之
段
為
可
得
貴
意
、
如
此
ニ
御
座
候
。
以
上
。

承
知
可
被
下
候
。
御
届
書
壱
通
致
進
達
候
問
、
御
落
手
宜
敷
御
取
計
可
被
下
候
。

丑
正
月
廿
九
日

橋
本
文
兵
衛

山
本
茂
左
衛
門

石
川
清
兵
衛
殿

入
記

一
、
金
弐
両
弐
分
三
朱

一
、
下
宇
利
村
新
蔵
宗
門
帳
外
申
渡
受
護
文

一
、
中
字
利
村
百
姓
惣
七
出
火
之
儀
御
届
書

一
、
右
同
人
吟
味
口
書
井
御
免
申
渡
受
謹
文
共

一
、
年
番
御
届
書

一
、
御
自
分
様
へ
拙
者
共
ぷ
内
状

〆

丑
三
番

壱
包

壱
通

壱
冊

弐
通

壱
通

壱
封

去
月
廿
八
日
付
弐
番
御
用
状
、
去
ル
五
日
到
来
致
拝
見
候
。
先
以

殿
様
益
御
機
嫌
能
被
成
御
座
、
恐
悦
御
同
意
奉
存
候
。
嘗
御
領
中
御
陣
屋
向
都
而
相
替
候
義
無
御
座
候
。

河
国
八
名
郡
岡
部
藩
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

八
一
[
日
]



河
国
八
名
郡
阿
部
藩
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

八
二
[
ロ
]

差
立
候

一
、
従
是
去
月
七
日
付
井
番
外
御
用
状
共
相
届
被
成
御
披
見
候
由
。
貴
報
被
仰
聞
候
趣
致
承
知
、
事
済
候
義
者
再
貴
答
文
略
致
し
候
。

一
、
従
是
差
立
候

一
、
右
便
嘗
表
御
用
働
・
御
金
用
勤
其
外
他
御
金
主
向
御
出
入
之
者
へ
被
下
物
窺
書
本
紙
写
共
致
進
達
候
義
一
一
付
、
得
貴
意
候
趣
御
承
知

御
落
手
被
下
候
由
。
右
者
御
年
寄
衆
御
聞
済
之
御
謹
印
御
取
被
遣
之
被
下
致
落
手
候
。

一
、
例
年
春
定
式
御
陣
屋
御
奉
公
人
江
被
下
候
御
褒
美
伺
書
本
紙
写
共
致
進
達
候
義
ニ
付
、
得
貴
意
候
趣
御
承
知
御
落
手
被
下
候
由
。
右
者

御
年
寄
衆
御
聞
済
之
御
附
札
済
被
遣
之
被
下
致
落
手
候
。

(傷〕

一
、
山
本
冨
蔵
致
死
去
候
義
一
一
付
、
得
貴
意
候
趣
御
承
知
被
下
、
茂
左
衛
門
愁
腹
之
段
御
察
被
下
候
段
被
仰
開
示
承
知
仕
候
。

一
、
右
便
得
貴
意
候
趣
、
御
年
寄
衆
へ
可
被
仰
仲
義
者
、
夫
々
被
仰
伸
被
下
候
由
。

従

(
崎
)

公
儀
三
州
岡
崎
六
所
大
明
神
社
頭
其
外
大
破
一
一
付
勧
化

御
免
御
鯛
書
写
壱
冊
、
御
年
寄
衆
被
成
御
渡
候
一
一
付
被
遣
之
候
問
、
落
手
例

之
通
取
計
可
申
旨
被
仰
問
、
承
知
落
手
致
し
候
。

右
者
去
月
廿
八
日
付
弐
番
御
用
状
貴
報
一
一
御
座
候
、
御
入
記
之
通
受
取
申
候
。

御
下
知
之
趣
を
以

一
、
前
条
御
用
働
其
外
へ
被
下
物
伺
御
聞
済
之
御
謹
印
済
致
落
手
、
則
例
之
通
取
計
、
銘
々
相
渡
し
候
所
、
何
れ
も
難
有
仕
合
奉
存
候
旨

申
之
、
別
段
為
御
礼
罷
出
申
候
。
此
段
得
貴
意
候
。

一
、
前
条
御
奉
公
人
江
御
褒
美
被
下
伺
書
御
附
札
済
致
落
手
、
則
御
下
知
之
趣
を
以
、
銘
々
相
渡
し
候
所
、
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候

者

旨
、
御
礼
之
儀
拙
共
迄
別
段
申
出
候
。
此
段
御
承
知
可
被
下
候
。

一
、
前
条
勧
化

御
免
御
燭
室
日
落
手
致
シ
、
則
例
之
通
取
計
、
御
領
中
へ
相
燭
申
候
。



一
、
賀
茂
村
大
川
通
春
定
式
御
普
請
之
儀
願
出
見
分
吟
味
之
上
、
別
紙
大
積
帳
取
調
壱
冊
致
進
達
候
。
御
落
手
委
細
去
五
日
面
ニ
ア
問
御
承
知
被

下
、
宜
敷
御
取
計
可
被
下
候
。

一
、
右
同
村
字
槍
谷
用
水
溜
池
樋
類
御
修
復
願
出
見
分
吟
味
之
上
、
御
入
用
大
積
取
調
壱
冊
井
御
薗
村
同
断
壱
冊
、
下
宇
利
・
半
原
両
村

ニ
而

立
曾
同
断
壱
冊
、
都
合
三
冊
今
便
致
進
達
候
。
御
落
手
委
細
者
書
面
御
承
知
被
下
、
宜
敷
御
取
計
、
御
謹
印
済
被
遣
可
被
下
候
。

一
、
稲
垣
謙
二
義
、
御
奉
公
を
以
、
今
般
御
納
戸
席
御
醤
師
-
一
被

召
出
、
御
扶
持
方
八
人
口
・
御
薬
種
料
金
三
両
被
成
下
、
家
内

一
同

江
戸
表
引
越
被

仰
付
候
。
此
段
得
貴
意
候
。

一
、
営
春
御
雑
用
金
御
不
足
一
一
付
、
浅
見
与
兵
衛
ぷ
金
弐
拾
五
両
御
借
入
ニ
取
計
申
候
。
左
様
御
承
知
可
被
下
候
。
右
ニ
付
同
人
渡
謹
文
取

調
、
本
紙
写
共
今
便
致
進
達
候
。
御
落
手
御
調
印
之
上
、
御
年
寄
衆
御
謹
印
御
取
被
遣
可
被
下
候
。

右
之
段
為
可
得
貴
意
、
如
此
-
一
御
座
候
。
以
上
。

丑
閏
正
月
廿

一
日

橋
本
文
兵
衛

山
本
茂
左
衛
門

石
川
清
兵
衛
殿

【
-
、
日
い

一
J
ノ
昌
一-
同

一
、
賀
茂
村
大
川
通
春
定
式
御
普
請
御
入
用
大
積
伺
書

壱
冊

一
、
右
同
村
字
槍
谷
用
水
溜
池
樋
類
御
修
復
御
入
用
大
積
伺
書

壱
冊

一
、
御
薗
村
字
姥
沢
用
水
溜
池
払
樋
御
普
請
御
入
用
大
積
伺
書

壱
冊

一、

下
字
利
・
半
原
両
村
立
曾
字
瀧
ノ
入
用
水
溜
池
払
樋
御
修
復
御
入
用
大
積
伺
書

壱
冊

一
河
国
八
名
郡
阿
部
落
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

八
三
[
日
]



河
国
八
名
郡
阿
部
藩
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

八
四
[
日
]

御
雑
用
金
弐
拾
五
両
御
借
入
-
一
付
浅
見
与
兵
衛
へ
渡
詮
文
本
紙
写

ユ
官
通

「
壱
冊

壱
封

一
、
御
自
分
様
へ
拙
者
共
ぷ
内
状

、
右
同
断
茂
左
衛
門
ぷ

壱
封

一
、
右
同
断
文
兵
衛
ぷ

壱
封

〆

番
外

以
飛
札
致
啓
上
候
。
御
自
分
様
弥
御
堅
固
被
成
御
勤
役
珍
重
奉
存
候
。
営
方
都
而
相
替
儀
無
御
座
候
。

一
、
首
春
去
子
年
米
金
一
元
抑
御
勘
定
帳
取
調
出
来
候
問
、

一
件
書
物
取
揃
、
今
便
並
便
を
以
差
立
申
候
。
着
之
上
御
落
手
御
熟
覧
之
上
、

無

宜
敷
御
取
計
可
被
下
候
。
尤
取
調
方
不
行
届
義
も
御
座
候
ハ
¥
存
之
分
御
腹
臓
被
仰
聞
可
被
下
候
。
右
一
条
而
巳
為
可
得
貴
意
、
如

斯
-
一
御
座
候
。
以
上
。

丑
二
月
十
日

江
戸
屋
へ
出
ス
。
掛
目
弐
百
目
。
但
今
便
者
御
元
〆
衆
へ
計
出
ス
。

橋
本
又
兵
衛

山
本
茂
左
衛
門

石
川
清
兵
衛
殿

(
未
完
)



(
横
帳
表
紙
)

「

天
保
十
二
年

辛
丑
正
月

御
年
寄
衆
御
用
状
留年

番橋
本
又
兵
衛

し一

恐
憧
謹
言

改
年
之
御
吉
慶
不
可
有
際
限
御
座
候
。
殿
様
益
御
機
嫌
能
被
遊
御
迎
陽
、
恐
悦
至
極
奉
存
候
。
年
頭
之
御
祝
儀
為
可
申
上
、
捧
愚
札
候
。

正
月
三
日

朝菊

安
太
夫
様

只
之
進
様

長
谷
川
時
之
助

山
本
冨
蔵

橋
本
又
兵
衛

山
本
茂
左
衛
門

名
乗
判

青
陽
之
御
慶
不
可
有
霊
劃
期
御
座
候
。
御
手
前
様
方
弥
御
勇
健
-
一
被
成
御
超
歳
、
亦
重
御
儀
奉
存
候
。
年
頭
之
御
祝
儀
為
可
申
上
、
以
愚

正
月
三
日

札
如
斯
御
座
候
。
恐
憧
謹
言

山
本
冨
蔵

橋
本
又
兵
衛

山
本
茂
左
衛
門

河
国
八
名
郡
阿
部
藩
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

八
五
[
出
]



河
国
八
名
郡
阿
部
落
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

八
六
[
日
]

右
御
両
人
様

参
人
々
御
中

改
年
之
御
慶
不
可
有
量
期
御
座
候
。
各
様
弥
御
堅
固
被
成
御
越
年
、
亦
重
奉
存
候
。
年
頭
之
御
祝
詞
為
可
得
御
意
、
加
斯
御
座
候
。
恐
憧

謹
言

正
月
三
日

右

半IJ人

福
島
周
治
様

吉
野
六
郎
左
衛
門
様

石
川
清
兵
衛
様

中
村
貢
様

豊
泉
善
左
衛
門
様

参
人
々
御
中

以
別
紙
申
上
候
。
嘗
御
領
中
別
条
無
御
座
候
。

一
、
例
年
之
通
、
年
頭
為
御
祝
儀
、
御
領
内
村
役
人
・
御
用
働
・
御
金
用
勤
其
外
寺
社
之
面
々
、

一
昨
五
日
迄
ニ
追
々
御
役
所
江
罷
出
、

無
滞
御
檀
相
済
申
候
。
右
名
前
帳
之
儀
者
今
便
御
元
締
衆
迄
差
出
し
申
候
。

一
、
落
蝋
廿
六
日
之
尊
書
相
届
拝
見
仕
候
。
然
者
従
是
苔
鵬
六
日
・
同
十
二
日
付
を
以
進
達
仕
候
書
状
相
届
、
御
披
見
被
成
下
、
為
尊
答

被
仰
下
候
趣
承
知
仕
候
。
尊
書
ニ
而
事
相
済
候
義
者
再
御
請
不
申
上
候
。

一
、
右
便
下
シ
金
三
百
両
宛
二
口
都
合
六
百
両
、
追
々
無
滞
着
、
相
納
候
一
一
付
、
右
差
出
謹
文
弐
通
、
御
請
取
之
御
謹
印
被
成
下
、
御
一
万



〆
衆
ぷ
到
来
落
手
仕
候
。

一
、
右
之
外
御
用
向
之
儀
者
御
元
締
衆
ぷ
可
申
参
候
問
、
可
得
其
意
旨
被
仰
下
承
知
仕
、
則
御
同
人
ぷ
申
参
候
条
奉
得
其
意
候
。

一
、
去
子
大
黒
講
三
舎
目
興
行
諸
御
入
用
御
勘
定
組
伺
書
壱
冊
、
遠
刀
)
(
織
畳
表
御
買
上
ヶ
代
御
勘
定
組
伺
書
壱
冊
、
井
山
石
御
買
上
ヶ
代

其
外
一
式
御
入
用
御
勘
定
組
窺
書
壱
冊
、
下
宇
利
村
百
姓
新
蔵
宗
門
帳
外
伺
書
壱
冊
共
、
夫
々
御
聞
済
之
御
下
知
御
謹
印
被
成
下
、
御

元
〆
衆
ぷ
到
来
落
手
仕
候
。

一
、
右
之
外
今
便
御
用
向
之
儀
者
御
元
〆
衆
迄
申
伸
候
条
、
御
同
人
ぷ
可
被
申
伸
条
、
御
承
知
可
被
成
下
候
。

右
之
段
為
可
申
上
、
如
斯
御
座
候
。
以
上
。

正
月
七
日

山
本
冨
戴

橋
本
又
兵
衛

山
本
茂
左
衛
門

朝菊

安
太
夫
様

只
之
進
様

御
帰
府
之
趣
御
元
〆
衆
ぷ
承
知
仕
、

一
筆
啓
上
仕
候
。
然
者
御
手
前
様
御
儀
、
上
方
御
用
向
被
為
済
、
著
鵬
押
詰
、
弥
御
勇
健
、
御
道
中
無
御
滞
被
成
御
着
府
候
御
事
与
日
出

度
御
儀
奉
存
候
。
右
御
欽
為
可
申
上
、
以
愚
札
如
斯
御
座
候
。
恐
憧
謹
言

正
月
五
日

右
三
人

菊

安
太
夫
様

参
人
々
御
中

河
国
八
名
郡
阿
部
藩
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

八
七
[
打
]



二
河
国
八
名
郡
岡
部
藩
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

八
八
[
叩
己

尊
書
拝
見
仕
候
。
如
尊
命
改
年
之
御
吉
慶
不
可
有
際
限
御
座
候
。

殿
様
益
御
機
嫌
能
被
成
御
超
歳
、
年
始
之
御
規
式
加
御
嘉
例
、
首
尾
好
被
為
済
候
段
被
仰
下
承
知
仕
、
恐
悦
至
極
奉
存
候
。
右
御
請
為
可

申
上
、
如
斯
ニ
御
座
候
。
恐
憧
謹
言

正
月
廿
八
日

山橋
本本
茂又
左兵
衛衛

判門

朝菊

安
太
夫
様

只
之
進
様

猶
以
本
文
之
趣
、
営
御
陣
屋
詰
合
之
面
々
江
通
達
可
仕
旨
被
仰
下
奉
畏
、
則
夫
々
申
通
候
処
、
恐
悦
至
極
奉
存
候
旨
、

一
同
御
請
申
上
候

義
御
座
候
。
以
上
。

一
筆
啓
上
仕
候
。

殿
様
益
御
機
嫌
能
被
遊
御
座
、
恐
悦
至
極
奉
存
候
。
次
御
手
前
様
方
弥
御
勇
健
被
成
御
勤
仕
、
珍
重
御
儀
奉
存
候
。
嘗
御
領
中
別
条
無
御

座
候
。
御
用
向
之
儀
者
以
別
紙
申
上
候
。
此
段
為
可
申
上
、
捧
愚
札
候
。
恐
憧
謹
言

正
月
廿
九
日

右
両
人

右
御
両
人
様

去
ル
八
日
之
尊
書
、
同
十
五
日
到
来
拝
見
仕
候
。
然
者
従
是
革
蝋
十
八
日
・
同
廿
六
日
付
を
以
両
度
進
達
仕
候
書
状
追
々
相
届
、
御
披

見
被
成
下
、
為
尊
答
被
仰
下
候
趣
奉
得
其
意
候
。
尊
答
-
両
事
相
済
候
義
者
再
御
請
不
申
上
候
。



一
、
半
原
村
与
左
衛
門
娘
た
き
宗
門
帳
外
申
渡
井
賀
茂
村
侍
馬
料
拝
借
申
渡
、
拾
壱
ヶ
村
御
救
拝
借
金
返
納
年
延
之
申
渡
受
詮
文
、
都
合

三
通
、
御
元
〆
衆
ぷ
被
差
出
、

尊
覧
被
成
下
候
旨
被
仰
下
承
知
仕
候
。

一
、
去
子
夏
御
借
戻
金
書
替
古
謹
文
井
御
返
済
切
引
上
ヶ
謹
文
共
都
合
六
通
、
御
元
〆
衆
ぷ
被
差
出
、
御
消
印
被
成
下
、
御
元
〆
衆
江
御

渡
被
成
候
旨
被
仰
下
承
知
仕
候
。

一
、
右
之
外
御
用
向
之
儀
者
御
元
〆
衆
ぷ
可
申
参
候
問
、
可
得
其
意
旨
被
仰
下
承
知
仕
、
則
申
参
候
条
承
知
仕
候
。

一
、
去
子
夏
以
来
追
々
江
戸
廻
シ
木
品
其
外
運
賃
諸
懸
り
御
入
用
御
勘
定
組
窺
害
壱
冊
、
御
聞
済
之
御
讃
印
被
成
下
、
御
一
元
〆
衆
ぷ
到
来

落
手
仕
候
。

一
、
首
春
御
積
金
之
内
御
借
入
謹
文
四
通
、
御
謹
印
被
成
下
、
御
元
〆
衆
ぷ
到
来
落
手
仕
候
。

同

一
、
中
宇
利
村
近
藤
才
治
御
作
事
方
見
習
御
抱
入
伺
書
御
聞
済
之
御
附
札
被
成
下
、
御
元
〆
衆
ぷ
到
来
落
手
仕
、
則
首
人
呼
出
し
、
御
下

仰
付
、
御
給
金
弐
両
弐
分
壱
人
口
被
成
下
候
段
申
渡
候
処
、

冥
加
至
極

知
之
趣
を
以
、
定
詰
御
足
軽
被

召
抱
、
御
作
事
方
見
習
被

難
有
仕
合
奉
存
候
旨
、
御
請
御
礼
申
上
候
義
ニ
御
座
候
。
此
段
申
上
候
。

一
、
下
宇
利
村
百
姓
新
戴
宗
門
帳
外
伺
御
聞
済
之
御
下
知
被
成
下
候
ニ
付
、
則
親
類
・
組
合
・
隣
家
・
村
役
人
共
呼
出
し
、
御
下
知
之
趣

申
渡
、
受
謹
文
申
付
、
御
元
〆
衆
迄
差
出
申
候
。

去

ル

十

日

昼

八

つ

時

比

村

役

人

一
、
中
宇
利
村
百
姓
惣
七
居
宅
ぷ
出
火
仕
、
本
家
・
釜
家
・
灰
部
屋
共
焼
失
仕
候
段
、
届
出
候
-
一
付
、
早
速
見
分
仕
、
其
後
宮
人
井
親
類
・

組
合
・
隣
家
・
村
役
人
呼
出
し
、
出
火
之
始
末
吟
味
仕
候
処
、
全
手
過
三
間
自
火
一
一
相
違
無
御
座
趣
、
井
人
馬
怪
我
類
焼
等
も
無
御
座
旨

-一
付
、
先
例
之
通
取
計
、
御
届
書
其
外

一
件
書
物
、
御
元
〆
衆
迄
差
出
申
候
問
、
御
同
人
ぷ
可
被
差
出
条
、
御
承
知
可
被
成
下
候
。

て

如

例
年
遠
見
秋
葉
山
へ
御
足
軽
使
を
以
、
御
初
穂
金
百
疋
井
小
札
料
鳥
目
百
五
拾
四
銅
奉
納
仕
候
処
、
大
小
御
札
到
来
ニ
付
、
例
之

一
河
国
八
名
郡
阿
部
落
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

八
九
[
印
]



河
国
八
名
郡
岡
部
藩
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

九
O
[却
〕

通
取
計
、
小
札
百
五
拾
枚
井
洞
雲
寺
ぷ
献
上
大
般
若
之
御
札
共
、
今
便
別
段
並
便
を
以
、
御
賄
中
江
向
差
立
申
候
。
左
様
御
承
知
可
被

成
下
候
。

。。
右
之
段
御
請
穿
為
可
申
上
、
知
斯
ニ
御
座
候
。
以
上
。

正
月
廿
九
日

右
両
人

右
御
両
人
様

O

I

O

(

「
御
同
人
ぷ
」
脱
)

一
、
右
之
外
今
便
御
用
向
之
儀
ハ
御
元
〆
衆
迄
申
伸
候
問
、
可
被
申
仲
候
条
御
承
知
可
被
成
下
候
。

一
、
窺
御
機
嫌
呈
書
例
之
文
言
。

閏
正
月
廿
一
日

山橋
本本
茂又
左兵
衛衛

半IJ門

朝菊

安
太
夫
様

只
之
進
様

去
月
廿
八
日
之
尊
書
、
去
ル
五
日
到
来
拝
見
仕
候
。
然
者
従
是
去
月
七
日
付
を
以
進
達
仕
候
書
状
相
届
、
御
披
見
被
成
下
、
為
尊
答
被

仰
下
候
趣
奉
得
其
意
候
。
尊
答
ニ
而
事
相
済
候
義
者
再

警

官

上

候

。

一
、
従

公
儀
三
州
岡
崎
六
所
大
明
神
社
頭
其
外
大
破
一
一
付
修
復
為
助
成
勧
化

御
免
御
縄
書
写
壱
冊
、
御
元
〆
衆
江
被
成
御
渡
候
-
一
付
被
遣
之
候



問
、
落
手
例
之
通
取
計
可
申
旨
被
仰
下
承
知
仕
候
。

一
、
右
之
外
御
用
向
之
儀
者
御
元
〆
衆
ぷ
可
申
参
候
問
、
可
得
其
意
旨
被
仰
下
、
則
申
参
候
条
承
知
仕
候
。

一
、
前
条
勧
化
御
免
御
鯛
書
写
落
手
仕
、
例
之
通
取
計
、
御
領
中
江
相
暢
申
候
。

O
跡

ぷ

入

間

一
、
右
之
外
今
便
御
用
向
之
儀
者
御
元
〆
衆
ま
て
申
伸
候
条
、
御
同
人
ぷ
可
被
申
伸
候
条
御
承
知
可
被
成
下
候
。

右
之
段
御
請
芳
為
可
申
上
、
如
斯
御
座
候
。
以
上
。

閏
正
月
廿

日

橋
本
又
兵
衛

山
本
茂
左
衛
門

朝菊

安
太
夫
様

只
之
進
様

去
月
廿
八
日
之
尊
書
、
去
ル
五
日
到
来
拝
見
仕
候
。
然
者
稲
垣
謙
二
義
被

尊

仰
付
方
之
儀
ニ
付
、

尊
書
御
壱
封
被
遣
之
候
問
、
十
徳
着
用
御
役
所

へ
罷
出
候
様
申
通
、
於
同
所
右
書
相
渡
可
申
旨
被
仰
下
奉
畏
、
則
被

仰
下
候
通
取
計
、
尊
書
相
渡
し
申
候
所
、
拝
見
之
上
、
今
般
御
納
戸
席
御
殿
由
師
被

百
出
、
御
扶
持
方
八
人
口
・
御
薬
種
料
金
三
両
被
成

下
、
家
内
一
同
江
戸
表
へ
引
越
被

仰
付
候
段
、
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
旨
申
之
候
。
尤
御
請
御
礼
之
儀
者
営
人
ぷ
申
上
候
儀
ニ
御

座
候
。
右
之
段
御
請
芳
為
可
申
上
、
如
斯
一
一
御
座
候
。
以
上
。

閏
正
月
廿

一
日

橋
本
又
兵
衛

右
御
両
人
様

河
国
八
名
郡
阿
部
藩
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
六
)

九

一
[幻
]



二
河
国
八
名
郡
岡
部
落
半
原
陣
屋
御
用
状
留
(
ム
ハ
)

九
二
[
幻
]

前
へ
引
上
ル

o
一
、
首
表
御
用
働
・
御
金
用
勤
其
外
他
向
御
金
主
御
出
入
之
も
の
へ
被
下
物
伺
書
御
聞
済
之
御
謹
印
被
成
下
、
御
元
〆
衆
ぷ
到
来
落

御
下
知
之
趣
を
以

手
仕
、
則
例
之
通
取
計
、
夫
々
相
渡
し
候
所
、
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
旨
申
之
、
別
段
為
御
礼
罷
出
申
候
。
此
段
申
上
候
。

O
一
、
首
御
陣
屋
御
奉
公
人
江
御
褒
美
被
下
物
窺
書
御
聞
済
之
御
下
知
被
成
下
候
旨
、
則
其
段
申
渡
、
銘
々
頂
戴
為
仕
候
処
、
何
れ
も
冥

加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
旨
、
私
共
迄
御
礼
申
出
候
。
此
段
申
上
候
。

(
未
完
)

主
(
l
)

石
井
良
助
・
服
藤
弘
司
編
『
幕
末
御
触
書
集
成

九
日
付
)
参
照
。

第
二
巻
』
(
岩
波
書
居
、

一
九
九
二
年
)
、
史
料
番
号
一
五
三
四
(
天
保
十

一
年
十
二
月
二
十



『
愛
大
史
学
』
第
二
十
一
号

正

誤

表

五
O
[
6
]
ペ
l
ジ
、
右
六
行

誤
・
-
東
に
位
置
す
る

正
・
・
西
に
位
置
す
る

五
四
[
叩
]
ペ

l
ジ
、
左
三
行

誤・
・ビ
l
リ

l
ン
の
北
東
に
位
置
す
る

正
・
-
ビ

l
リ
1
ン
の
北
西
に
位
置
す
る

六
六
[
辺
]
ペ

l
ジ
、
右
一
行

誤
・・ウ
ジ
園
を
有
し
て
い
る
が
、
ビ
ン
ロ
ウ
ジ
税
で
は
な
く
一
軒
に
つ
き
蜜
蝋
五
ぺ
イ
タ
ー
を
納
入
す
る
こ
と
。
も
し
こ
れ
が
で
き
な
い
場
合

正
・
削
除

六
八

[μ]ペ
l
ジ
、
右
一
行

誤
・・に
従
事
し
て
い
た
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

正・

・ヂ
1
に
蜜
蝋
一
(
ぺ
イ
タ
1
)
納
入
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
場
合
の
カ
レ

ン
は、

パ
テ
イ
ン
西
方
の
ヤ
カ
イ
ン
山
鑓
で
焼
畑
耕
作
に
従

事
し
て
い
た
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

六
九
[
お
]
ペ

l
ジ
、
右
四
行

誤・
・王
朝
時
代

正
・
・
王
国
時
代

七
O
[お
]
ぺ

l
ジ
、
右
一
行

誤
・
・
せ
な
い
。
併
合
以
前
農
地
は
小
さ
く
、
分
散
し
て
い
た
。

正
・・
削
除

一
八
四
八
/
四
九
年
段
階
で
米
価
は
百
テ
ィ
ン
あ
た
り
八
ル
ビ
ー
で
あ
り
、

王

『
愛
大
史
学
』
第
二
十

一
号

正
誤
表

九
三
[
1
]




